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12月 定例会 (1)

開 催 日 時 令和 5年 12月 14日 (木) 15時 09分

開 催 場 所 県庁行政棟 「教育委員会室」

1開   会

2 前回会議録の承認

3報   告

(1)教職員の懲戒処分基準の改定について (教育政策課 )

(2)令和 6年度公立小 。中学校管理職員選考試験の結果について (義務教育課)

(3)令和 6年度公立小 。中学校長特例任用選考試験の結果について (義務教育課)

(4)令和 7年度長崎県公立高等学校入学者選抜制度改善の具体的内容について  (高校教育課)

(5)高校生の活躍について (高校教育課)



報 告 事 項 (1)
教育 策 課

件  名 教職員の懲戒処分基準の改定について

概  要 1 .改定の理由

文部科学省から、令和 5年 12月 5日 付け初等中等教育局長通知 「教育

職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を踏まえた懲戒処分

基準等の状況調査を踏まえた留意事項等について」が新たに示された。

同通知を受け、再検討した結果、本基準が「教育職員等による児童生徒

性暴力等の防止等に関する法律第4条第4項」に規定する「教育職員等に

よる児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由となり得る行為である」という法

の趣旨を踏まえていない箇所があつたため、速やかに改定すべきと判断し、

必要な改定を行つたものである。

.改定した内容

本基準の「5 標準例、(1)児童生徒等に紺する非違行為関係、イ 児

童生徒性暴力等、⑥」に規定する法第 2条第 3項第 5号に該当する行為に

ついて懲戒処分を行う場合の量定を、次のとおり「免職、停職、減給及び

戒告」に改定を行った。

「教職員の懲戒処分の基準についてJの ・部改定 (新 十日対照表 )

3.施行 日

令不口5年 12月 12日

(参考資料 )

○別紙 1:「教職員の懲戒処分基準について」の一部改定 (新 旧姑照表 )

○参考 1:教職員の懲戒処分基準について (現行 )

○参考 2:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を踏ま

えた懲戒処分基準等の状況調査を踏まえた留意事項等について

(通知)

○参考 3:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 (抜粋 )

2

改定後 改定前

5 標準丁J(0印 :該当量定)

(1)児童生徒等に対する非進缶為関係

区    分

懲戒 処分

免

職

停

職

減

釜

戒

告

イ 児童生徒性暴力等

⑥ 児童生徒幸に寺し、性的蓬恥心を害する言勁
であって、児童生徒の心身に有害な影響を与え
るものを行つた鞍隷員 (0カ !ら 0までに掲げる

ものを「,=く )

性的な言勁を繰り返した数職員、又ti悪女いょほ

様の性的な言動を行るた教職員
‐
う 0

上記の場 口ふにおいて、性的な言動 を熱拘に繰 り

返 したことに よつ相手 を強度の心的ス トレスの

室積による精神疾患に罹息させた致職員

◇

5 標準伊l(_~印 :該 当量定 )

(1)児
=生

徒等に対する井進行為関係

区 分

懲球処分

Я

職

停

職

減

給

成

告

イ 児童生徒性暴力幸

Θ 児童生徒等に対し(性的羞恥心を害する言動
であつて、児童生健つ心身に有害な形等を与え
るものを行つた軟駐員 (Gから0ま でに揚1す る

ものを除く)

性的な言動 を繰 り返 した軟職員、又は悪質な態

様の性的な
==卜

を行つた教殿員
Q ①

上記の場合 において、性的な言動を摯拗に傑 ,

込 したことにより相手を強度の心的ス トレスの

室嶺による精神疾患に檻彗させた軟月職員

C 0
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改  定  前

4 適用年月日
この基準は、平成 19年 8月 1日から適用する。
この基準は、平成30年 4月 1日から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。

この基準は、令和 4年 4月 1日から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の柳lに よる。

この基準は、令和 5年 10月 5日から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非達行為については、従前の例による。

5 標準例 (O印 :該当劃

(1)坂娼翌圭従翼和こ芥比オる)闇子漁婦瓢系

懲 戒 処 分

戒告

イ       等

○

減給

○

停職

O

○

免職

○

区 分

③ 児童生徒等に対し、性的謝恥いを害する言動
であって、児童生徒の心身に有害な影響を与え

るものを行った教剛員 罐》 らゝ⑤までに掲げる

ものを除く)

伯的な言動を繰り返した教剛買、又は悪質な態

様の性的な言動を行った繰

上記の場合において、性的な言動を執肋に繰り

返したことにより相手を強度の心的ストレスの

重積による精神疾患に罹患させた教剛員

改  定  後

4 適用年月日
この基準は、平成19年 8月 1日から適用する。
この基準は、平成30年 4月 1日から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非達行為については、従前の例による。
この基準イよ、令和4年 4月 1日から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。
この基準は、令和 5年 10月 5日から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。
この基準は、令和 5年 12月 12日 から適用する。
ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。

5 標準例 (O印 :該当勤
1 る

戒告

○○

減給

○

○

停職

懲 戒 処 分

免職

〇

一

O

的的な言動を繰り返した教剛員、又イま悪質な態

様の性的な言動を行った搬

上記の場合において、性的な言動を執拗に繰り

返したことにより相手を強度の心的ストレスの

重積による精神疾患に罹患させた教瑠員

分区

イ う隆割節田録鈎等

⑥ 麟 に対し、性的潮恥いを害する言動
であって、児童生徒の心身に有害な影響を与え

るものを行った教醐員 罐>ゝら⑤までに掲げる

ものを除く)

別紙 1

Ｉ
Ю
Ｉ

「教職員の懲戒処分基準について」の一部改定 (新旧対照表)

<適用年月日>
この基準は、令和 5年 12月 12日 から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。



参考 1

H教 叫員の懲戒処分基率について

日
日 一部改定
日 一部改定
日 一部改定
育 委 員 会

1 趣旨

教職員の懲戒処分の標準的な量定 (以下「標準例」という。)を明確にすることにより、

教職員の懲戒処分を厳正に行い、もって教職員の綱紀の保持を図り、本県教育に対する県
｀
民の信頼に応える。       、

2 基準適用の対象

本基準は、長崎県教育委員会が任命権を有する教職員に適用するb

3 基本事項
イ

(1)量定の決定

具体的な量定の決定にあたっては、「5 標準例」を基本に、下記に掲げる事項を総合的

に考慮 して判断するものとする。

ア 非違行為の動機、態様及び結果

イ 故意又は過失の度合い

ウ 当該教職員の職務上の地位
工 児童生徒・保護者及び社会に与える影響

オ 日常の勤務態様及び過去の非違行為 。事故の有無

力 上司への報告の有無、非違行為・事故後の対応

キ その他相応の事由

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得ると

ころである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場

合として、

① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて

重大であるとき

② 非違行為を行った教職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。

また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合と

して、

① 教職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められ

るとき

がある。

(2)他の非違行為

「5 標準例」に掲げられていない非違行為についても、当然懲戒処分の対象となるも

のであり、これらについては「5 標準例」及び人事院の定めた懲戒処分の指針を参考に

して懲戒処分の量定を判断する。

１
１
１
５
教

朗
朝
朝
明
県

１
崎

弊
呻
特
幣
長

成
成
和
和

平
平
令
令
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4 適用年月日                ヽ

この基準は、平成 19年 8月 1日 から適用する。

この基準は、平成 30年 4月 1日 から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。

この基準は、令和 4年 4月 1日 から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。

この基準は、令和 5年 10月 5日 から適用する。

ただし、適用日の前に発生した非違行為については、従前の例による。

5 標準例 (○ 印 :該 当量定)

(1)児童生徒等に対する非違行為関係

懲 戒 処 分

体罰によ り児童生徒を死亡 させた教職員

分区
免職

○

停 職 減 給 戒 告

体罰によ り児童生徒 に重大な後遺症が残 る傷害を負わ
せた教職員  . ○ ○

○ ○ ○体罰によ り児童生徒 を負傷 させた教職員

○
上記の他、体罰を常習的に行った教職員、又は悪質な
態様の体罰を行つた教職員

○ ○ ○

O ○ ○ ○
児童生徒 の人権 を侵害す る暴言等不適切 な指導 を行
い、精神的な苦痛 を与えた教職員

体的な処分量定は、「体罰・不適切な指導に関する処分等の取扱いについて」
よ り決定す る。

① 児童生徒等に性交等をした教職員又は児童生徒等
をして性交等をさせた教職員

○

※ 具
に

② 児童生徒等にわいせつな行為をした教職員又は児
童生徒等を してわいせつな行為をさせた教職員
(① に掲げるものを除く)

○

○

③ 刑法第182条 の罪、児童買春、児童ポルノに係 る
行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律第 5条から第 8条 までの罪又は性的な姿態
を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された
性的な姿態の影像 に係る電磁的記録の消去等に関
する法律第 2条から第 6条 までの罪 (児 童生徒等
に係 るものに限る)に 当たる行為をした教職員 (①

及び②に掲げるものを除く)

○

④ 児童生徒等に衣服その他の身に着ける
又は直接に人の性的な部位その他の身
触れた教職
与えるもの
せ、若 しく
なものをす
な行為をさ
のを除 く)

生徒等の心身に有
、児童生徒等を著
徒等に不安を覚え
は児童生徒等を し

)(① か ら③ まで

ら

に
を
さ
う
う
も

か
部
響
恥
よ
よ
る

上

一
影
羞
る

の
げ

の
の
な
く
せ
そ
掲

物
体
害
し
さ

て
に

童

て
生

又
と

児

つ
童
と

こ

ぐ
あ
児

こ
る

員

で
は
る
せ

ア 体翻・ 不適切な指導

イ 児童生徒性暴力等
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分区
懲 戒 処 分

免職 停 職 減 給 戒 告

⑤ 児童生徒等に通常衣服で隠されている人の下着又
は身体を撮影 し、又は撮影する目的で写真機その

他の機器を差 し向け、若 しくは設置 した教職員 (児

童生徒等の心身に有害な影響を与えるものであっ
て、児童生徒等を著 しく羞恥 させ、若 しくは児童
生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること
又は児童生徒等を してそのような行為をさせるこ
と)(① から④ までに掲げるものを除く)

○

⑥ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であ
って、児童生徒の心身に有害な影響を与えるもの
を行った教職員 (①から⑤までに掲げるものを除
く)

性的な言動を繰 り返 した教職員、又は悪質な態様の性
的な言動を行うた教職員

○ ○ ○

上記の場合 において、性的な言動を執拗に繰 り返 した
ことによ り相手を強度の心的ス トレスの重積 による
精神疾患 に罹患 させた教職員

○ ○

※  「児童生徒等」とは、学校に在籍する幼児、児童及び生徒並びに18歳 未満の者
をいう。

※ 児童生徒性暴力等については、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わ
ない。 また、刑事罰が科されなかった行為も児童生徒性暴力等に該当し得る。

※ ①から⑥に該当する行為の例示は以下のとお りであ り、「教育職員等による児
童生徒性暴力等の防止に関する法律」第 2条第 3項の各号に規定する行為が考え
られる。

① 刑法第177条 の不同意性交等罪、児童福祉法第34条 第 1頂第 6号 の浬行
罪に当たる行為や、青少年保護条例等により禁止される性交等が該当す
る。

② 刑法第176条 の不同意わいせつ罪、児童福祉法第34条第 1項第 6号 の遅
行罪に当たる行為 (① の場合を除く。)や、青少年保護条例等により禁止
されるわいせつ行為が該当する。

③ 以下の iか らiliの 行為が該当する。      ′

i 刑法第182条 の罪である、16歳 未満の者に対するわいせつ目的での面
会要求 (同 条第 1項 )、 面会 (同 条第 2項 )、 性的な姿態を撮影 した映
像の要求 (同 条第 3項。いわゆる自撮 り要求等)

ii 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護
等に関する法律第 5条から第 8条 までの罪に当たる行為である、児童買
春周旋 (同 法第 5条 )、 児童買春勧誘 (同 法第 6条 )、 児童ポルノ所持・

提供等 (同 法第 7条 )、 児童買春等目的人身売買等 (同 法第 8条 )

iii 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な
姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第 2条 から第 6条
までの罪に当たる行為 (児童生徒等に係るものに限る。)である、児童
生徒等に係る性的姿態等の撮影 (同 法第 2条 )、 性的影像記録の提供等
(同 法第 3条 )及 び当該行為をする目的での保管 (同 法第 4条 )、 性的

姿態等影像の送信 (同 法第 5条 )及び記録 (同 法第 6条 )

④ 長崎県迷惑行為等防止条例第 3条第 1項第 1号 により禁止される卑わ
いな行為 (い わゆる痴漢)が該当する。

③ 同条例第 3条 によ り禁止される盗撮 (③ に含 まれるものを除 く。)が該
当する。
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※

⑥ 児童生徒等に対するセクシユアル・ハラスメント(児童生徒等を不快に

させる性的な言動 (言動には口頭での発言に限らず、SNSや 電子メールヾ
手紙等を用いることも含む。))が該当する。

「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割
を分担すべきとする意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく

言動も含まれる。 (以 下、本標準例において同じ。)

(2)一般服務関係

懲 戒 処 分

減給 戒 告免職 停 職

○O正当な理由なく5日 未満の間勤務を欠いた教職員

○ ○正当な理由な く5日 以上15日 未満の間勤務を欠いた

教職員

○ ○正当な理由な く15日 以上の間勤務を欠いた教職員

○ ○遅刻・早退を繰 り返す教職員

○ ○体暇等の虚偽申請を した教職員

○ ○勤務時間中に職場を離脱 して職務を怠 り、公務の運営
に支障を生 じさせた教職員

O○ ○暴行・暴言により職場内の秩序を乱 した教職員

○○事実をねつ造 して虚偽の報告を行った教職員

セクシュアル・ハラスメントを行つた教職員

○ ○轟綴有払浄ぢヱ弩守景単基稼畠様庭⊆各宅彰暮秀を

用いることにより強いて性的関係を結び若 しくはわ
いせつ行為をした教職員

○ ○相手の意に反することを認識の上で、性的な言動 (上

記の場合を除く。)を繰 り返した教職員   イ

○ ○
上記の場合において、性的な言動を執拗 に繰 り返 し

た ことによ り相手 を強度の心的ス トレスの重積 によ

る精神疾患に罹患 させた教職員 ,

O O相手の意に反することを認識の上で、性的な言動を

行 つた教職員

「わいせつ行為」 とは、不同意性交等、不同意わいせつ、公然わいせつ、わい

せつ物頒布等、痴漢、のぞき、陰部等の露出、不適切な裸体・下着姿等の撮影 (隠

し撮 り等を含む。 )、 人の性的な部位その他の身体の一部に触れること (相 手の

心身に有害な影響 を与えるものであって、相手を著 しく差恥 させ、若 しくは相手

に不安を覚えさせ るようなものをすること)等が考えられる。 (以 下、本標準例

において同 じ。 )

※

イ 勤務態度不良等

ウ 職場内秩序びん乱

オ ハラスメン ト (児童生徒等以外)

虚偽報告エ

ア 無断欠動
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懲 戒 処 分

免 職 停 職 減 給 戒 告

ハ ラスメン ト (セ クシュアル・ハ ラスメン トを除 く)

を行つた教職員

○ O ○
ハラスメン トを行っ

的又は身体的な苦痛
とにより、相手に著 しい精神
えた教職員

こ
与

た

を

○ ○
つ
ず

行

ら

を

わ

卜

か
ン
か

メ

も

ス

に

ラ

た
ハ
け

員

た ことについて指導、注意等を受

、ハ ラスメン トを繰 り返 した教職

○ ○ ○
ハラスメン トを
ス トレスの重積

とにより、相手を強度の心的
神疾患に罹患させた教職員

こ
精

た

る
つ
しよ

行

に

○ ○同盟罷業〔怠業その他の争議行為を行 ちた教職員

○ ○
前項の違法な行為を企て、又はその遂行を共謀 し、そ

そのかし、若 しくはあおった教職員

○○ ○ ○職務上知 り得た秘密を漏 らし、公務の運営に支障を生

じさせた教職員

○○ ○
具体的に命令 され、又は注意喚起された情報セキュリ
ティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えい

し、公務の運営に支障を生 じさせた教職員

○ ○職務上知 り得た重要な個人情報について、適切な取扱
いを怠 り、紛失又は盗難に遭った教職員

○
その職権を濫用 して、専 らその職務の用以外に供する

目的で個人の秘密に属する事項が記録 された文書等を

収集 した教職員

O政治的目的で文書を配布 した教職員

○職務に関 し、賄賂を贈ったり収受 した教職員

○ ○許可なく営利企業等に従事 した教職員

○ ○ ○事務処理に著 しく適正 さを欠き、公務の運営に支障を

与え、又は県民等に重大な損害を与えた教職員

○ ○
公文書を偽造 し、若 しくは変造 し、若 しくは虚偽の公

文書を作成 し、又は公文書を毀棄 した教職員

○ ○決裁文書を改 ぎん した教職員

○ ○ ○
公文書を
他不適正
な支障を

の
大

そ

重
ヽ
に

し

営
棄
運

廃

の
て
務

つ
公

誤

ヽ

は

り
又
よ

ヽ
・に

し
と
員

失

こ
職

紛
た
教

ヽ
つ
た

ん
り
さ

ざ

取
じ

改

に
生

し
扱
せ

ケ 個人の秘密情報の目的外収集

コ 政治的目的文書配布

シ 営利企業等従事

ス 不適正な業務執行

セ 公文書の不適正な取扱い

サ 贈収賄

ク 情報管理

キ 秘密漏えい

力 争議行為等
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(3)公金公物等取扱い関係

(4)公務外非行関係

停 職 減 給

公金又は公物 (学校徴収金等の諸会計に係る財産を含
む。以下「公金等」という。)を 横領 した教職貞

公金等を窃取 した教職員

人を欺いて公金等を交付させた教職員

公金等を紛失 した教職員

童大な過失により公金等の盗難に遭った教職員

職場において故意に公物を損壊 した教職員

過失により職場において公物の出火、爆発を引き起 こ

した教職員

故意 に法令 に違反 して諸給与を不正 に支給 した教職
員及び故意 に届出を怠 り、又は虚偽の届出をす るなど

して諸給与を不正に受給 した教職員   i

自己保管中の公金の流用等公金等の不適正な処理を
した教職員

職場の コン ピュータを職務 に関連 しない不適正 な 目

的で使用 し、公務
｀
の運営に支障を生 じさせた教職員

キ 講給与の違法支払・不適正受給

ク 公金公物不適正処理

ケ コンピュータの不適正使用

力 出火・爆発

オ 損壊

工 紛失・盗難

ウ 詐取

イ 窃取

ア 横領

懲 戒 処 分

免 職 停 職 減 給

放火又は人を殺 した教職員

人の身体に傷害を負わせた教職員

暴行を加えた教職員が人を傷害するに至 らなかった
とき

ア 放火・殺人

イ 傷害

ウ 暴行
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懲 戒 処 分

免 職 停 職 減 給 戒 告

故意に他人の物を損壊 した教職員

他人の財物を
用いて他人の

領
物

横
財

・窃取 した教職員又は暴行や脅迫を
を強取 した教職員

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝 して財物を

交付させた教職員

常習 として賭博を した教職員

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険 ドラッグ等の

使用、譲渡等を した教職員
持 、

わいせつ行為 を行 つた教職員

執拗なス トーカー行為を行つた教職員

正当な理由がないのに、人の住居等に侵入 した教職員

オ 機領・ 窃盗・強盗

ク 麻薬等の所持等

ケ 酪郎による暴言等

ヨ わいせつ行為 (児童生徒等以外)

サ ス トーカー行為

シ 住居侵入

器物捜壌エ

力 許欺・ 恐喝

キ 踏博

(5)飲 酒運転・交通事故・交通法規違反関係

懲 戒 処 分

免 職 停 職 減 給 戒 告

○
酒酔い運転又 は酒気帯び運転 (以 下 「飲酒運転」 とい
う。)を した教職員

○

飲酒運転を した者に対 し、車両若 しくは酒類 を提供 し、
若 しくは飲酒をすすめた教職員、又は飲酒 しているこ

とを知 りなが ら同乗 した教職員

※「酒酔い運転」とは、酒に酔つた状態 (ア ル コールの影響により正常な運転がで

きないおそれにある状態をいう。)で運転す る行為をいう。
×「酒気帯び運転」とは、身体に血液 1ミ リリッ トルにつき0.3ミ リグラム以上

又は呼気 1リ ッ トルにつき0,15ミ リグラム以上のアルコールを保有する状態
で運転する行為をいう。

※上記の飲酒運転に該当 しない場合であっても、酒気を帯びて運転を行った教職員
は、行為の態様等を総合的に考慮 した上で、懲戒処分の検討を行 うものとする。

ア 飲酒運転
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懲 戒 処 分

戒 告免職 停 職 減 給

○ O無免許運転をした教職員

○ ○ ○人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた教職員

○ ○人に傷害を負わせた教職員

○ ○ ○
上記に加え、措置
場合

務違反又は著 しい速度違反がある

その程度 により相応の処分を行 う。

ウ 人身事故 (飲酒運転 。無免許運転を除 く)

工 上記ア～ウにあたらない事故等

イ 無免許運転

(6)監督責任関係

懲 戒 処 分

戒 告免 職 停 職 減給

○
部下教職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者 と
しての指導監督に適正を欠いていた教職員

○

○
部下教職員の非違行為を知 り得たにもかかわ らず、そ
の事実を隠ぺい し、又は黙認 した教職員

○

ア 指導監督不適正

イ 非行の隠ぺい、黙認
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参考 2
5文科初第 1577号
令 和 5年112月 5日

各都道府県教育委員会

各指定都市教育委員会
殿

文部科学省初等中等教育局長

_       矢野 和彦

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を踏まえた

懲戒処分基準等の状況調査を踏まえた留意事項等について (通知)

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」 (令和 3年法律第 57号。

以下 「法」という。)の施行以降、各教育委員会においては児童生徒性暴力等の防止等に関

する取組を進められているところです。

文部科学省においては、これまで法に基づく「教育職員等による児童生徒性暴力等の防生

等に関する基本的な指針」(令和 4年 3月 18日 文部科学大臣決定。以下「基本的指針」とい

う。)の策定をはじめ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な施策

を進めており、特に、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対しては、原則として懲戒免職

とすることなど、法の基本理念等を踏まえた厳正な処分を行 うよう、累次にわた り通知して

きたところです。

この度、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を踏まえた懲戒処分

基準等の状況調査について (依頼)」 (令和 5年 7月 14日 付け 5文科初第
′832号文都科学省

初等中等教育局長通知)において依頼しておりました調査においては、全ての都道府県・指

定都市教育委員会における懲戒処分基準及びその運用につき、教育職員等により法第 2条第

3項に規定する児童生徒性暴力等が行われた場合には、原則懲戒免職とするといつた法の基

本理念等を踏まえた取扱いとされている旨が確認されました。

引き続き、法第 4条第 4項に定める基本理念にのつとり、児童生徒性暴力等をした教育職

員等に対する厳正な懲戒処分の実施の徹底が図られるよう、各教育委員会における懲戒処分

基準の運用に当たり留意すべき事項等を下記のとお り整理しました。各教育委員会において

は、引き続き、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するため、教育職員等による児童

生徒性暴力等が行われた場合には、下記記載の′点も含め、厳正な処分の実施をお願いいたし

ます。

各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会 (指定都市教育委員会を

除く。)に対して周知をお願いいたします。

教育長

教育長
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記

1 「児童生徒性暴力等」の定義について

どめような行為が児童生徒性暴力等に該当するかについては、法第 2条第 3項各号及

び基本的指針第 1の 2等を踏まえ、適切に判断すること。その際、留意すべき事項は以

下のとお りであること。
。被害を受けた児童生徒等の同意や教育職員等による暴行・脅迫等の有無を問わない

こと。

・刑事罰が科されなかつた行為も児童生徒性暴力等に該当し得ること。

・法に規定する児童生徒等は、法第 2条第 2項第 1号において「学校に在籍する幼児、

児童又は生徒」及び同項第 2号において 「十人歳未満の者 (前号に該当する者を除

く。)」 と定義 されていることから、他校の幼児、児童若 しくは生徒又は学校に在籍

していない者に対する行為も児童生徒性暴力等に該当し得ること。

・法第 2条第 3項第 4号に掲げる行為 11こ ついては、行為者が「わいせつ 目的」を有 し

ていないことのみをもって第 4号に該 当しないと判断することは相当ではなく、児

童生徒等の心身に有害な影響を
'与

えるものであつて児童生徒等を著 しく羞恥 させ、

若 しくは児童生徒等に不安を覚えさせ るようなものをすること又は児童生徒等を

してそのような行為をさせることとい う要件を満たす行為については、児童生徒性

暴力等に該当し得ること。

・法第 2条第 3項第 4号に掲げる行為に関し、例えば教育活動における実技指導等に

おいて児童生徒等 との必要な身体接触が生 じることなど、教育職員等の業務上児童

生徒等の身体に触れる必要がある場合 も考えられるものの、こうした正当な業務上

の行為については、必要な範囲・様態にとどまる限 りにおいて、児童生徒性暴力等

の対象 とはならないと考えられること。

・法第 2条第 3項第 5号に掲げる行為は、児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・

ハラスメン ト (児童生徒等を不快にさせる性的な言動)等が含まれると考えられる

こと。なお、この 「言動」には(口 頭での発言に限らず、ノエシャルネ ットワーキ

ングサービスや電子メール等を用いたものも含まれること。

。「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和 5年法律第 66号)及び「ll争_的 な

姿態を撮影す る行為等の処罰及び押収物に記録 された性的な姿態の影像に係る電

磁的記録の消去等に関する法律」 (令和 5年法律第 67号)の成立に より、法第 2条

第 3項に規定する児童生徒性暴力等の定義に変更があつたこと。

2 児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する厳正な対処

(1)こ の度の懲戒処分基準の確認を踏まえ、改めて、各教育委員会においては、教育職

員等による児童生徒性暴力等があつた場合には、原則として懲戒免職とするなど法の

1基本的指針では、いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や第 3号に含まれない盗撮などの行為が含まれると考えられることが示されて

い る
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基本理念等を踏まえ、厳正に対処すること。

(2)教育職員等による児童生徒性暴力等があつたにもかかわらず、懲戒処分を行わず、

依願退職等により穏便に済ませるような対応は不適切であること。

(3)加 えて、県費負担教職員が児童生徒性暴力等を行つた場合には当該教職員の処分に

当たちて、市区町村教育委員会から任命権者である都道府県教育委員会への報告が適

切に行われる必要があること。

3 児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒性暴力等への対処のための措置

上記 1及び 2のほか、文部科学省から通知 している「令和 3年度公立学校教職員の人事

行政状況調査結果等に係 る留意事項について (通知)」 (令和 5年 3月 29日 付け4文科初

第 2777号)や「『子供たちを児童生徒性暴力等から守 り抜 くために～全国の学校関係者の

皆様へ～』一文部科学大臣メッセージーの公表について (通知)」 (令和 5年 10月 20日 付

け 5文科初第 1355号 )」 等も十分に了知 し、①教員に対する研修、意識啓発の取組や児童

生徒等や保護者 との適切な連絡方法等に係る取扱いを明確化するなどの予防的な取組、②

児童生徒等や教育職員等に対する定期的なアンケー ト調査や教育相談の実施、相談窓日の

設置・周知等の早期発見及び相談対応に関する取組、③法に定めるデータベースの確実な

活用等の採用前・採用段階における取組を推進すること。

【別添】 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針等を踏まえ

た懲戒処分を行うに当たつての考え方

【本件担当】

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

教育公務員係

目霊言舌番手許: 03‐6734‐2588

メールア ドレス :svOtO@■■ext.冨 ooip
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針等を踏まえた懲戒処分を行うに当たつての考え

Ｉ
Ｐ
ト
ー

○法第 2条第 3項第 1号、第 2号、第 4号に掲げる行為については、教育職員等が児童生徒等に対して行う行為だけでなく、児童生徒等をして各号に定める

イ子為をさせることも含まれること。

○被害を受けた児童生徒等の同意や教育職員等による暴行・脅迫等の有無を問わないこと。

○刑事罰が科されなかった行為も児童生徒性暴力等に該当し得ること。

○法に規定する児童生徒等は、法第 2条第 2項第 1号において「学校に在籍する幼児、児童又は生徒」及び同項第 2号において「十八歳未満の者 (前号に

該当する者を除く。)」 と定義されていることから、他校の幼児、児童若しくは生徒又は学校に在籍していない者に対する行為も児童生徒性暴力等に該当し得る

こと。

○法第 2条第 3項第 4号に掲 tデる行為 (こついては、イ子為者が「わいせつ目的」を有していないことのみをもって第 4号に該当しないと判断することは本目当ではなく、児

童生徒等の心身に有害な影響を与えるものであつて児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等

をしてそのような行為をさせることという要件を満たす行為につしては、児童生徒性暴力等に該当し得ることj

O法第 2条第 3項第4号に掲げる行為に関し、例えt数育活動における実技指導等において児童生徒等との必要な身体接触が生じることなど、教育職員等の

業務上児童生徒等の身体に触れる必要がある場合も考えられるものの、こうした正当な業務上の行為については、必要な範囲・様態にとどまる限りにおいて、児

童生徒!性暴力等の対象とはならないと考えられること。
※法第2条第3項第5号・・・参考3を参照。

○法第 2条第 3項第 5号に掲げる行為は、児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・八ラスメント (児童生徒等を不快にさせるil生的な言動)等が含まれると考え

られること。この「言動」には、回頭での発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等を用いたものも含まれること。また、「悪質'陛」の判断に当た

り、行為態様として悪質なものであつても「華丸子幼に繰り返した場合」にのみ、又は「児里 生徒等沸 青神疾患に罹患した場合 | にのみ該当することとするとし 法 の

趣旨を超えた限定的な要件を定めることは適切ではないこと。

○「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」 (令和 5年法律第66号)及び「〕
l生的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態

の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」 (令和 5年法律第67号)の成立により、法第 2条第 3項に規定する児童生徒性暴力等の定義に変更が

あつたこと。



参考 3

令和三年法律第五十七号

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 (抜粋 )

(定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十

六号)第二条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項

に規定する幼保連携型認定こども園をいう。           :
2 略

3この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいうё

一 ～ 四  (略 )

五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であつて、児童生徒等の心身に有

害な影響を与えるものをすること (前各号に掲げるものを除く。)と

4 ～ 6 (略 )

(基本理念)                         、

第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員

等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する

重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。

2・ 3略
4教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による

児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由 (解雇の事由として懲戒免職の事由に相当

するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護

者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷うけ

るものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に姑する懲戒処

分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを

旨として行われなければならない。

5 略
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件  名 令和 6年度公立小 日中学校管理職員選考試験の結果について

概  要
1 試験日程

第 1次試験

第 2次試験

期 日 令和 5年 7月 29日 (土 )

会 場 長崎県教育センター

方 法 校長 :論文、勤務実績

教頭 :筆記試験、勤務実績

期 間 令和 5年 10月 2日 (月 )～ 10月 30日 (月 )

会 場 長崎県庁行政棟

方 法 校長 :面接
´

教頭 :面接

2 選考試験結果 (前年度比較)

※ (  )は女性で内数

3 名簿登載及び通知

各市町教育委員会あて

本人あて

令和 5年 11月 30日 (木 )

令不日5年 12月  1日 (金 )

4 その他 (校長特例任用)

役職定年 となる校長の うち特例により校長 として任用するもの

小学校 中学校 計

校
長 12(2) 12(1) 24(3)

※ (  )は女性で内数

令和 6年度 令和 5年度

受験者数 登載者数 倍 率 受験者数 登載者数 倍 率

校
長

261(26) 66(11) 4,0 256(22) 77(12) 3,3

教
頭

137(29) 94(26) 1.5 169(29) 103(21) 1.6

報 告 事 項 (2)
義務教育課
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件  名 令和 6年度公立小 日中学校校長特例任用選考試験の結果について

概  要
1 出願資格

(1)令和 6年 3月 31日 現在において本県の公立 。小 。中学校 。義務教甫

学校に勤務する校長のうち、令和 6年 4月 1日 に役職定年により管理監督

職以外の職に降任予定の者

(2)(1)に 該当する者のうち、令和 6年 4月 1日 より、本県公立小 。中

学校及び義務教育学校の校長としての任用を引き続き希望する者
/

2 試験日程

期日 令和 5年 9月 6日 (水)・ 8日 (金 )

会場 長崎県庁行政棟

方法 面接

3 選考試験結果

小学校 中学校 計

校
長 12(2) 12(1) 24(3)

※ (  )は女1性で内数

4 通知

各市吋教育委員会あて

本人あて

令芥日5年 10月 3日 (火 )

令不日5年 10月 4日 (アk)

報 告 事 項
｀
(3)

義務教育課__
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件  名
令和 7年度公立高等学校入学者選抜制度改善の具体的内容について

概  要 1.実施予定日について

(1)特別選抜 検査

(2)一般選抜 学力検査

(3)チャレンジ選抜 検査

(4)定時制 I期選抜 検査

(5)定時制 Ⅱ期選抜 検査

(6)通信制課程 入学願書受付締切

(7)連携型中高一貫教育に係る選抜 検査

(8)離島留学特別選抜 検査

令和 7年 1月

令不百7年 2月

令和 7年 3月

令不日7年 2月

令不日7年 3月

令不日7年 3月

令不日7年 2月

令和 7年 1月

(火 )

(火 )・ 19日 (水 )

(水 )

(火 )

(金 )

(木 )

(火 )

(火 )

2
1

1

1

2
2
1

2

8日

8日

2日

8日

1日
7日

8'日

8日

2.「一般選抜」の検査問題の例及び除外範囲について

(1)検査問題は、基礎的 。基本的な問題を中心に出題するが、単なる知識を

問うものに偏ることがないように配慮し、思考力・判断力・表現力を検

査できるような問題とするもなお、日常生活、社会問題などと関連した｀
 探究的な学びの要素を取り入れた問題を全体の2割程度含む。

(2)学習指導要領に基づきく中学校修了程度とする。.た だし、下部の範囲を

除くものとする。

3.調査書の変更及び学びに向かう力の評価について

(1)学びに向かう力等を評価するため、調査書の記載事項の重点化を図つ

た。志願者の「卒業後の状況」、「海外での教育歴」、「志願校名」、「既受

検校名」、「特技」、「選択教科」の欄を削除するなど簡素化を行 う。調査

書の作成に係る負担軽減により、生徒に向き合う時間の確保につなげ

る。
(2)各高等学校において、調査書については、評定のみならず学びの過程を

重視する観点から、観点別学習状況の「主体的に学習に取り組む態度」

を他の項目より比重を高めて評価する。

(3)不登校生徒が増加していることを踏まえ、一部記載方法を変更する。

4.チャレンジ選抜実施予定校について

(1)主に離島 。半島の少人数毅育実施校で実施する。なお、一般選抜の結果、

定員が充足 している場合には、チャレンジ選抜は実施 しないものとす

る。

(2)受検上の学区の取 り扱いは、県全域 とす る。

(3)志願資格は公立高等学校の合格者 となっていない者 とする。ただ し、一

般選抜で受検 した学校には志願できないものとする。

報 告 事 項 (4)
高校教育課
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件  名 高校生の活躍について

概  要 1 長崎工業高等学校

(1)大 会 名 等
「第 23回高校生ものづくリコンテスト全国大会」

(主催 :公益社団法人全国工業高等学校長協会)

( 2)成  績
電子回路組立部門 優勝 日厚生労働大臣賞

長崎工業高等学校 情報技術科 2年 稲形 将也

(3)内 容 等
大会 日程

大会会場

競技課題

11月 11日 ～ 12日

福岡県立小倉工業高等学校 (電子回路組立部門)

(電子回路組立部門)

設計仕様に基づいた設計回路を競技時間内に設計・製作し、
設計回路と制御対象回路を制御用コンピュータに接続 し、
制御プログラムを作成し、目的の動作を行うシステムを完成
させる。

出 場 者 :各部門 10名 (各ブロック 9名 、開催地 1名 )

全国 9ブロック及び開催地の校長会か ら推薦された生徒。
ただし、推薦できる人数は各 1名 。

そ の 他 :7部門で開催 (1部門公開競技 )

旋盤作業、自動車整備、電気工事、電子回路組立、
化学分析、木材加工、測量、 (公開競技 :溶接)

(本県から電気工事(電子回路組立、木材力日工に出場 )

報 告 事 項 (5)
高校教育課
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